
議案第３７号

柏羽藤環境事業組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う

柏羽藤環境事業組合規約の変更に関する協議について  

柏羽藤環境事業組合の共同処理する事務を変更し、及びこれに伴い柏羽藤環境事業組

合規約を変更することについて、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 286 条第 1 項

の規定により関係市町村と協議するため、同法第 290 条の規定により議会の議決を求

める。  

  令和８年６月４日  提出

羽曳野市長  山入端  創
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提  案  理  由  

 

柏羽藤環境事業組合の共同処理する事務を変更し、及びこれに伴い柏羽藤環境事業組

合規約を変更することに関し、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 286 条第 1 項の

規定により関係市町村と協議するため、同法第 290 条の規定により議会の議決を求め

るものであります。  
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